










令和8年度

契　約　番　号 　第33-21-00015号

件　　　  　　名 　上下水道料金システム改修業務

入札(見積)年月日 　令和８年４月１日       　15時　00分

入 札(見積)場 所 　水道局総務部総務課入札室

落札（決定）金額
                                 172,758,960円
　

主管課 33　給水装置課

　無

工 種（ 業  種 ） 290 その他

落札（決定）業者 BIPROGY㈱北海道支店

（単位：円）

指名（見積）業者名
入札（見積）金額

価格交渉
金額第1回 第2回 第3回

BIPROGY㈱北海道支店
決定

157,053,600

最　低 最　低 最　低
金　額 金　額 金　額

入札（見積）価格に、10％に相当する額を加算した金額が

法律上の落札（決定）金額である。
最低制限価格

( )

　備　考
　
複数年契約（Ｒ８，Ｒ９年度）



​　​

​　​​業者特定理由書​

​　下記の理由により見積事業者を特定する。​

​記​

​１　件　　名　上下水道料金システム改修業務​

​２　事業者名　BIPROGY株式会社　北海道支店​

​３　特定理由　​

​　給水装置課では、令和８年度から給水装置工事の申請を電子で受け付ける給水装置工​

​事電子申請システム（以下、「電子申請システム」という。）の構築を予定している。​

​当該システムでは、申請手数料等の納付手段の拡充も検討している。​

​　本業務は、電子申請システム構築に伴い、既存の上下水道料金システム（以下、「料​

​金システム」という。）と機能連携させるための改修を行う業務である。この業務を的​

​確に実施するためには、料金システム全体に対する正確な知識と熟練された経験が必要​

​となる。​

​　仮に、本業務を上記事業者以外から調達する場合、料金システム改修業務を検討した​

​「水道料金システム影響調査業務」および「水道料金システム詳細影響調査業務」の成​

​果物を参考にできるとはいえ、水道局業務および現行料金システムの理解や改修内容の​

​把握等、関係各所へのヒアリングや協議等時間を要する。令和９年度末までに料金シス​

​テム改修が完了しない場合、令和10年度の電子申請システム運用開始に遅延が生じる可​

​能性がある。​

​　また、本システムの構築情報は、外部に公開されていないことから、他社では業務を​

​遂行することはできず、この業務を実施する能力を有している事業者は、料金システム​

​の開発者の上記事業者１社しか存在しない。​

​　さらに、上記事業者は本業務の先行業務として、「水道料金システム影響調査業務」​

​および「水道料金システム詳細影響調査業務」を受託している。​

​　これらの業務を通じて、電子申請システムの導入に伴う料金システムへの影響範囲を​

​既に調査済みであり、改修が必要な開発範囲を確定させている。​

​　よって、本業務を遂行できるのは上記事業者以外にない。​

​４　根拠規定​

​　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2​

​号に該当すると判断されるため。​

​　​

​　備考　この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。​


